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口 頭弁 論終結ーヨ 平成1 8 年 (." 月 ?多 o B

判 決

当事者及 び代理人 別紙 当事者等日録され{転漱ご)と お り

主 か

1 度 侍番号 1 8 , 岡 2 6 、, 同 ん& 6 : 連剤 5 1

同 6 ぐ 同 6 Z , 同 8 5 , , 同 1 1 0 , 同 i.

2 2 , 同 1 3 0 , 同 1 5 2 な 同 1 6 1 , 同 1

6 3 [ 同 1 6 5 同 1 8 0 , 同 1 9 0

同 1 9 6 } 同 2 l. 5 同 2 3 2 同 2 4 t

同 2 4 "} ‘
同 2 4 6 同 キん凄 8 同 2 ら フ

同 a g o 同 2 6 2 同 2 9 6 --
, 同 a a o

同 3 4 1 , 同 3 9 6 L 同 4 0 2三- - …
, 同 4 0 3 を除

く原告 らが , 被 告都教委 に対し , ｢入 学式 , 卒業式等 に お け る 国旗掲揚及び 国

歌 斉 唱 の 蘂!施に つ い て (通 達)｣ ( 1 5 数指金 第 6 6 9 号 , 以 下 ｢本 件通達 J

とも ･ う , ) に基 づく校長 の職務命 令 に基づ き 上 記,原 告 ら が勤務す る 学校の 7＼

学詠む 卒業式等の 式典会 場 に おいて , 会場 の指定きれ た席 で国旗 に 向 か っ へ 花&

立 し , 国 歌を斉鴨 ずる 義務 の ない こ と を確認 す る。

2 被告都教委 -溝 原 告 番号 L 8 , 同 2 6 回 ,箋 5

同 6 1 問 6 0 同 6 Z , 同 8 6 , 同 1

1 0 同 1 2 2 , 同 1 .3 0 , 同 1 6 2 . 高 1、

6 1 同 1 6 3 , 同 1 6 5 , 同 1 8 0 , 同
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" 上記原 告 らが 勤務 す う 学校の入 学 瓜均 率稟議な砦 の熟議典套婦事 奮いぜ & ･“寝

　 　 　　
の 指定幇された席 で国務実に 向 か っ て超コア L な " ゞ“を 及 び 国 r誤る三森!復 しな い ‐ さむ

理由 と して , い かなる 処分'も して は た らな、

肺 告 髯 号 5 同 2 1 6 同 2 1 7 回 2 1、 $

園 2 1 9 , 同 2 2 0 ′
, 同 2 2 1 同 2 2 2 '

同 3 4 2 一肩 3 4 3 が , 被告都教要に.対し , 本件遺産に

基 づく校長 の職務命令に 基 づき , 上 記原告らが勤務する学校の 入学式 , 率窯総て

等 の式典の国歌斉唱の際に , ピアノ俄婁薇義務の な い こ と を確認 する ,

驫 被告部数髪ぼり 原 告 轡 鶏 5 、 同 2 1 6 な f盲乾 -
、 7

同 2 1 8 同 2 1 9 面 2 2 0 同 ジせろ t

屑泥 2 2 問 3 4 2 間 た3 穢 3 に刻 む 本件通達に 基づ

く校長 の職務命令 に基 づ き , 上記肺告ら が勤務する学校の 入学式 , 事業 式等の

式典の 国 歌斉唱の g鍋ご ピアノ伴奏を しな い こ と を理由 と し て , い か な る処あ

も し てはならない ,

6 褓ぞ著都 は , 原告らに 対 し , 各 3 万 円 及びこ れ に 対 する 平成 ] 5 年 1 0 月 2 3

日 か ら支払済みま で年 6 % の割合 に よる 全廃 を支 払 え。

6 原告番号 1 自 註司 2 6 , 同 4 5 荘司 5 1

同 g o
t

, 同 6 2 , 同 8 5 - 同 1 1 0 ･ 同

2 2 同 1 3 0 , 同 1 5 2 同 1 6 ] 同

6 3 -
, 幅4 1 6 が】

‘
{書‘n R O I 同 ･l (} ○

同 1 9 6 , 同 2 1 5 同 2 3 必 同 2 4. }

う
声



同 2 4 3 , 同 2 4 5 淀 同 2 4 8 , 同 2 5 7

同 2 6 0 、 “ 同 2 6 a , 同 2 9 6 ‐
, 同 3 2 0

同 3 4 1 , 同 3 9 6 , 同 4 0 2 7 同 4 0 3 を除

く 原告らのそ の余の精求を棄却する。

7 訴訟費用 は , 甲 , 乙 , 丙事件に つ き 生 じた費用を被告ら の 負担と し , 丁事件

につ き生じた費用を被告部の負担とする。

事 実 及 び 理 由

第 1 請求

1 原告番号 1 8 . 同 2 6 , 同 4 5 ′
, 同 5 1

同 6 0 同 6 2 、 同 8 6 , 同 1 1 0 , 同 1

2 2 同 1 3 0 , 同 1 5 2 , 同 1 6 1 ･ 同 1

6 3 同 1 6 5 , 同 1 8 0 , 同 1 9 0 作

同 1 9 6 , , 同 2 1 5 , 同 2 3 2 , 同 2 4 1

同 2 4 3 , 同 2 4 5 ≧導 同 2 4 8芋 , 同 2 5 7

周 2 6 〇 , 同 2 6 2 同 2 9 6 , 同 3 2 0

同 3 4 1 , 同 3 9 6 , 同 4 0 2 , 同 4 0 3 一 を除

く原告らが , 被告都教委に対し , 上記原告らが勤務する学校の 入学式 , 卒業式

等の式典会場に,お いて , 会場の指定された席で国旗に 向かっ て起立し , 国歌を

斉唱 する義務の な いこ と を確認する。

2 被告都教委は , 原告番号 1 8 …
, 同 2 6 , 同 4 5

同 5 1 , 同 6 0 同 6 2 , 同 8 5 同 1

1 0 , 同 1 2 2 , 同 1 3 0 同 1 5 a , 同 1

6 1 同 1 6 3 , 同 1 6 5 一藝 同 1 8 0 ! 同

1 9 0 ‘ 同 1 9 6 ノベ
, 同 2 1 5 同 2 3 2 一

同

2 4 1 , 同 2 4 3 ' , 同 2 4 5 , 同 2 4 8

同 2 5 7 同 2 6 0 , 同 2 6 2 同 2 9 6 1



同 3 2 0 , 同 3 4 1 , , 同 3 9 6 同 4 0 2 ｢ 同

4 0 3 を除く 原 告 らに対 し , 上記原告ら が勤務する学校の 入学式 , 卒

業式等 の式典会場にお い て , 会場の指定 された席 で国旗に,向 か っ て 起 立 しない

こ と 及び国歌を斉唱 しない こ と を理由 と して , い かなる 処分も して は な らない。

3 原告番号 5 , 同 2 1 6 , 同 2 1 7 ぶ, 同 2 1 8

同 2 1 9 同 2 2 0 , 同 2 2 1 , 同 2 2 2 ゞ

, 同 3 4 2 同 3 4 3 -が , 被告都教委に 対 し , 上記原告ら

が勤務する 学校の入学式 , 卒業式等の式典の 国歌斉唱 の際に , ピア ノ伴奏義務

のな い こ と を確認する。

4 被告都教委は , 原告番 号 5 -
, 同 2 1 6 , 同 2 1 7

同 2 1 8 - , 同 2 1 9 , 同 2 2 〇 , 同 2 2 1 !

同 2 2 2 , 同 3 4 2 同 3 4 3 に対 し , 上記原告らが勤

務する学校の入学式 , 卒業式等の式典の 国歌斉唱 の 際 に , ピア ノ 伴奏を しない

こ と を理由 と して , い かな る処分も しては な らな い。

5 主文 第 5 項と 同 旨

第 2 事業の概要

本件事案の概要は , 次の と おり で ある。

原告 ら は , 東京都立高等学校及び東京都立盲 ･ ろう ･ 養護学校 (以下 これら

を併せ て ｢都立学校J と い う , ) に勤務する教職員又 は勤務 してい た教職員 で

ある , 被告都教委教育長横山洋吉 (以 下 ｢横山教育長 j と い う。 ) は , 平成 1

5 年 1 0 月 2 3 日 都立学校の各校長 に対し ,
｢入学式 , 卒業式等にお ける 国

旗掲揚及び国歌斉唱の実施に つ い て (通達)｣ (本件通達 ) を発 して , 都立学

校の 入学式 , 卒業式等にお い て , 教職員らが 国旗に向か っ て起立 し , 国歌を斉

唱する こ と , 国歌斉唱 は ピアノ伴奏等 により 行 う こ と 国旗掲揚及び国歌斉唱

の実施に当たり , 教職員が本件通達に基づく校長の職務命 令 に従わない場合は ,

服務上 の 蕾性を問われる こ と を教職員に 周知する こ と な どに よ り , 各学校が 7･



学式 , 卒業式等に お け る 国旗掲揚及 び 園歌 斉唱を適正 に実施す る よ う通達した。

本件は , 原告らが , 国旗に向か っ て起立 し , 国歌 を斉唱する こ こ 国 歌斉唱 の

際に ピア ノ 伴奏をする こと を強制される こ と ば , 原告らの 思想 ･ 良心の自由 ,

信教の 自 由 , 表現の自由 , 教育の自由 等 を侵害する も の である と主張 して , 在

職中 の 原告らが被告都教委に対し , 都立学校の入学式 , 卒業式等 の式典にお い

て , 国旗に向か っ て起立 し , 国歌を斉唱する義務 , 国 歌斉唱 の際に ピアノ伴奏

をする義務のない こと の確認 , これら の義務違反を理由とする処分の事前差｣上

めを求める とと も に , 原 告 ら が被告都に対し , 本件通達及びこれに 基づく各校

長の職務命令等に よ っ て精神的損害を被っ たと 主張して , 国家賠償法 ]- 条 1項

に基づき , 慰謝料各 3 万円の支払 を 求 めた事案で ある。

争いの な い事実等 (弁論の 全趣旨に より認定した事実は文末に こ れを掲記 し

た )

(“ 当事者等

ア 原告ら

原告番号 1 8 , 同 2 6 , 同 4 5 , 同 6 1

, 同 6 0 , 同 6 2 , 同 8 5 , 同 1 1 0

, 同 1 2 2 , 同 1 3 0 , 同 1 5 2 ′
, 同 1 6

′ ]. “ 同 1 6 3 , 同 1 6 5 , 同 1 8 0 ,

同 1 9 〇 . , 同 1 9 6 周 2 1 5 , 同 2 3 2 -

, 同 2 4 1 , 同 2 4 3 , 同 Z 4 5 山 同 2 4

8 , 同 2 5 7 , 同 2 6 0 同 2 6 2 , 同

2 9 6 同 3 2 0 ･ 同 3 4 1 同 3 9 6

同 4 0 2 1
, 同 4 0 3 は , 本件通達に基づく校長の職務命

令が出された当時は都立学校に勤務 してお り , そ の後本件 口頭弁論終結時

には都立学校を退職して い た教職員で あり , 上記原告らを除く 原告ら (以

下 ｢在職中の原告 らi と い う。 ) は , 本件通達 に基づく校長の職務命 令 が



出 さ れた当時及 び本件 口頭弁 論終結時に , 都立 学校に勤務して い る教職麗

で あ る (弁論の全趣旨)。

ま た , 原告番号 5 , 同 2 1 6 , 同 2 1 7 ~ 同

2 1 8 , 同 2 1 9 , 同 2 2 0 , 同 2 2 1

, 同 2 2 2 同 3 4 2 , 同 3 4 3 ･‘濱 本件通漉に

基づく校長の職務命令が 出 さ れ た当 時及 び本件ロ頭弁論終結時に , 都立学

校にお い て音楽科 を担当 して い る教員 (以 下 ｢音楽科担当教員であ る原告

ら｣ と いう。 ) で あ る。

イ 被告ら

被告部は , 地方自治法 1 8 0 条の 5 第 1 号 , 地方教育行政の組織及び運

営に関する 法律 (以下 ｢地数行法｣ と いう。 ) 2 条に基づ き , 被告都教義

を設置して いる。 被告都教委は , 地教行法 2 3 条 3 号に基づ き , 都立 学校

の教職員につ い て , 任免そ の他の 人事に関する権限 を有する行政庁であり ,

在職中の原告ら に対する処分権者 であ る。 ま た , 被告都教委は , 地敏行法

2 3 条 1号 , 5 号に基づ き , 都立学校の設置 ･ 管理 ･ 廃止 , 学校の組織編

制 , 教育課程 , 学習指導 , 生徒指導及び職業指導に関する事項を 管理 ･ 執

行する権限を有 して い る。 な お , 被告都教委は , そ の権限に属するすべて

の事務を教育長が統括し , 事務局と して東京都教育庁を設置 して い る。 (地

敢行法 1 6 条 1 項 , 1 7 条 1 項 , 1 8 条 1項 , 2 0 条 1 項)

(2) 関違法親等

7 国旗及 び国 歌に 関する法律

平成 1 1 年 8 月 1 3 日 に制定 ･ 施行された 国旗及び国歌 に関する法律

(平成 1 1 年法律第 1 2 7 号 , 以 下 ｢国旗 ･ 国 歌法｣ と い う。 ) は ,
｢国

旗は , 日章旗と ｣ し , ｢国歌 は , 君が代とする。 ｣ と規定 して い る (同 法

1条 1項 , 2 条 1 項 , 以 下日章旗の こ とを ｢日 の丸 ｣ と い う , ).

イ 学習指導要領の国旗 ･ 国 歌条項

- 6 -



学校教育法 4 1 条は , 高等学校は中学校にお け る教育 の基礎の上に , 心

身の発達に応 じて , 高等普通教育及び痔門教育を施すことを目 的と すると

規定･し , 同法 4 2 条 は , 上記目的を実 現する た め , 高等学校の教育は , 中

学校にお け る教育の成果 をさ らに発 展拡充 させて , 国家及 び社会の有為な

形成者と して必要な資質を養う こ と , 社会 に お い て果た さ なければな らな

い使命 の自覚に基づき , 個性に応 じて将来の進路 を決定させ , 一般的な教

養を高め , 専門的技能に習熟させ る こ と 社会 にゞ つい て広く深い理解と健

全な批判力を養い個性の確立 に努める こ と な どの目標の達成に努め なけれ

ば な らない と規定 して い る。 そ して , 学校教育 法 4 3 条 は , 高等学校の学

科及び教科に関する事項は , 同法 4 1 条 , 4 2 条 に従い , 文部科学大臣が

定める と規定し , これを受けて 同法施行規則 5 7条の 2 は , 高等学校の教

育課程につ いて は , 同規則第 4 章 ｢高等学校｣ に定め るもの の ほか , 教育

課程の 基準と して文部科学大臣が別に 公示する高等学校学習指導要領によ

る もの とする と損定して い る。 ま た , 学校教育法施行規則 7 3 条の 1 0 は ,

盲学校 , ろ う学校及び養護学校高等部の教育課程につ い ては , 同規則第 6

章 ｢特殊教育｣ に定め るもの の ほか , 教育課程の基準と して文部科学大臣

が 別 に公 示する盲学校 , ろう学校及び養護学校高等部学習指導要領による

もの とする と規定して いる (以 下 こ れらを併せ て単に ｢学習指導要領｣ と

い う。 )。 そ して , 高等学校学習指導要領 ｢第 4 章 特別活動｣ ｢第 3 指

導計画の作成と内容の取扱い i は , ｢3 入学式や卒業式な どに お いて は ,

その意義を踏ま え , 国旗を掲揚する と とも に、 国歌 を斉唱する よ う指導す

るものとする。 ｣ と規定 して いる (以 下 ｢学習指導要領の 国旗 ･ 国歌条項｣

と いう。 )。 なお , 盲学校 , ろう学校及 び養護学校高等部学習指導要領 ｢第

4 章 特別活動i は , 特別活動の目標 , 内容及び指導計画 の作成と 内容の

取扱いにつ いて は , 原 則 と して , 高等学校学習指導要領第 4 章 に 示すもの

に準ずると損定し て い る。



ワ 児童の権利に関 す る条約 (甲 1 3 )

我が 国 が批准 して い る ｢児童 の権利に 関する 条約｣ (平成 6 年 条約第 2

号 ) によれば , 次 の内容が規定されて いる。

第 6 条 1 項 締約国は , す べて の 児 童 が生命に対する固有の権利を有す る

こ と を認め る。

同条 2項 締約国 は , 児童の生存及 び発達を可能な最六眼の範囲 にお い

て確保する。

第 1 2 条 1 項 締約国 は ,
自 己の意見を形成する能力の あ る児童が そ の児

童に影響を 及ぼすすべ ての事項に つ いて自由に自己 の意見を

表明する権利を確保する。 こ の場合にお い て , 児童の意見は ,

そ の 児童の年齢及び成熟度に従っ て相応 に考慮されるもの と

する。

第 1 3 条 1 項 児童は , 表現の自由 につい て の権利を有する b こ の権利に

は , ロ 頭 , 手書き著しく‘は印刷 , 芸術の形態又 は自ら選択す

る他の方法により , 国境との か かわり なく , あらゆる種類の

情報及び考えを求め , 受け及び伝える 自由 を含む。

第 1 4 条 1 項 締約国 は , 思想 , 良心 及び宗教の 自 由 に つ いて の児童の権

利を尊重する。

第 2 8条 2 項 締約 国 は , 学校の規律が児童の 人間の尊厳に適合する方法

で 及 びこ の 条約 に従っ て運用される こ と を確保する ためのす

べての適当な措置をと る。

エ 市民的及び政治的権利に関する国際規約 (B 規約)

我が図が批准 して い る ｢市民的及 び政治 的権利に 関する 国 際規約 ｣ (昭

和 5 4年条約第 7 号) に よれば , 次の内容が規定されて い る。

第 1 8条 1項 す べ て の者は , 思想 , .良心及 び宗教の自由 につ い て の権利

を有する . こ の権利には , 自ら選択す る 宗教文は信念を受け



入れ又 は有する自由 並 びに , 単独で又 は他の者と共同 して及

び公に 又 は私的に、 礼拝 , 儀式 , 行事及 び教導に よっ てそ の

宗教又 は信念を表 明する自由を含 む。

同条 2 項 何人 も , 自ら選択する宗教文 は信念を受け入れ,又 は有する

自由 を侵害するお それの ある 強制を受 け ない。

オ 教育長 の校長に対する職務命令

地数々 寸法 2 3 条 5 号とば , 学校の組織編制 , 教育課程 , 学習指導 , 生徒指

導及 び職業指導に関するこ とを教育委員会の職務権限の 1 つと して おり ,

教育委員会は , 上記事項に つい て管理 し , 執行する こ と が で き る と規定し

て い る。 ま た , 同 法 1 7 条 ]項は , 教育長は , 教育委員会の指導監督の 下

に , 教育委員会 の権限に属す るすべて の事務をつ かさ どる と規定して お り

教育長は , 教育課程 に関する事項に 関 して , 通避等によ り校長に対 して職

務命令を発する こ と が で きる。

力 校長の教職員に対する職務命令

校長 は , 学校教育法 2 8 条 3 頃に基づき , 教育課程の編成を含む学校の

管理運営上必 要な事項をつかさどる と され ており , 所属教職員に対 し校務

を分担させる とと も に , 枝務の処理につ い て職務命令を 発す る こ と が でき

　　 　

(3) 本件通達

横山教育長 は , 平成 1 5 年 1 0 月 2 3 日 都立学校の 各校長に対し , 地敢

行法 2 3 条 5 号 , 1 7 条 1 項に基づき , 次の 内容の本件通達を発 し , 都立学

校にお ける 入学式 , 卒業式等は , 学習指導要領に基づき , ｢入学式 , 卒業式

等における国旗掲揚及び国 歌斉唱 に関する実施指針｣ (以 下 ｢本件実施指針｣

と いう。 ) のとおり適正 に実施する こ となどを通知 した。

｢入学式 , 卒業式等 にお け る国旗掲揚及び国歌 斉 唱 の実施に つい て (通 達 )

1 学習指導要領に 基づき 入学式 , 卒業式等を適 正 に実施する こ と“
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2 入学式 , 卒業式等 の 実施に当 た っ て は , 別紙 ｢入学式 , 卒業式等にお

ける国旗掲揚及 び国 歌斉唱 に 関する実施指針 ｣ の とお り行うもの とする
.

･

こ と .

o 国旗掲揚及び国歌斉唱の実施に 当 たり , 教職員が本通達に基づく校長

の職務命令に従 わな い場合 は , 服務上の 責任を問 われる こ と を , 教職員

に周失□する こ と。 ｣

｢別紙

入学式 , 卒業式等にお ける国旗掲揚及び国歌斉唱 に関する実施指針

1 国旗の掲揚につ いて

入学式 , 卒業式にお ける国旗の取扱い は , 次のと おり とする。

御 国旗は式典会場の舞台壇上正面に掲揚する。

(2) 国旗とともに都旗を併せて掲揚する。 こ の場合 , 国旗に あっ て は舞

台壇上正面 に向か っ て左 , 部族にあっ て は右に掲揚する。

(3) 屋外に おける 国旗の掲揚につ い ては , 掲揚塔 , 校門 , 玄関等 , 国旗

の掲揚状況が児糞 ･ 生 徒 , 保護者 , そ の他来校者が十分認知 で き る場

所に掲揚する。

回 国旗を掲揚する時間は , 式典当日 の児童 ･ 生徒の始業時刻から終業

時刻とする。

2 国歌の斉唱

入学式 , 卒業式等にお ける国歌の取扱い は , 次のとお り とする。

鋤 式次第に は , ｢国歌斉唱｣ と 記載する。

(2) 国歌斉唱に当 た っ て は , 式典の 司会者が , ｢国 歌斉唱 ｣ と 発声し ,

起立を促す。

(3) 式典会場にお い て , 教職員は , 会場の指定された席で国旗に 向か っ

て起立 し , 国歌を斉 唱する。

(4) 国歌斉唱は , ピア ノ 伴奏等によ り 行う ,
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3 会場設営等 につ い て

入学式 , 卒業式等に おける会場設営等は , 次の と お りと す る。

館 卒業式を体育館で実施する場合には , 舞台檀上 に濱台 を置き , 卒業

証書を授与する。

(2) 卒業式をそ の他の会場で行う場合に は , 会場の 正 面 に濱台 を置き ,

卒業証書を授与する ,

(3) 入学式 , 卒業式等に おける式典会場は , 児童 ･ 生徒が 正面を向いて

着席するよ うに,設営する。

(4) 入学式 , 卒業式等にお け る教職員の服装は , 厳粛かつ清新な 雰囲気

の中で行われる式典にふさわ しいものとする幻

焔) 都 立学校の各校長は , 本件通達に 基づき , 同通達発令後に行われた 入学式 ,

卒業式等の実施に際し , 原告らに対し , 国旗に向か っ て起立 して 国歌を斉唱

する ことを命 じ , 音楽科担当教員で ある原告ら に対し , 国 歌斉唱時に ピア ノ

伴奏をする こ と を命じた (以 下 ｢本件職務命 令 ｣ と い う。 )。

2 争点

御 原告らの求 めてい る前記 ｢第 1 請求 J の第 1項及 び第 3 項は 公 的義務の

不存在確認請求 , 同第 2 項及 び第 4 項はいわゆる 予防的不作為請求で あると

こ ろ , これらの各請求に は , 事前に救済を認めないこ と を著 しく 不相当とり‐

る特段の事情が なく , 不適法か (本案前の答弁 ),

(の 在職中の原告 ら は , 都立学校の 入学式 卒業式等の式典におい て , 国旗に

向か っ て起立して 国歌を斉唱 する義務を また、 音楽科担当教員で ある原告

ら は , 国歌斉唱時に ピアノ伴奏をする義務をそれぞれ負うか。 本件通達及 び

こ れに基づき各校長 が原告らに対し発 した本件職務命令は違法か .

(3) 原告 鍼試 本件通産及 びこれに基づく各校長 の本件職務命令に よ り精神的

損害を被っ た か ,

3 争点に対 する 当事者の主張の要旨



(1) 争点朝 (本案前の答弁) に つ いて

[被告ら】

ア 具体的 ･ 現実的 な争訟 の解決を目的とする現行 訴訟制度 のも と に おいて

は , 義務違反の結果と して将来何らかの 不利益処分を受 け るお それがある

と いうだ け で , その処分の発動を差し止め る た め , 事前に当該義務の存否

の確定を求める こ とや当該処分の差止 め を求め る こ と が当然許されてい る

わけ ではない。 こ れら の請求が認め られる た め に は , 当該義務の履行 によ

っ て侵害 を受け る権利の性質及びその侵害の程度 , 違反に,対する制裁と し

て の 不利益処分の確実性及びその内容文 は性質等に照ら し , 当該処分を受

けて か ら , 当該処分の取消しを求 め た り これに 関する訴訟の中で事後的

に義務の存否を争 っ た の で は回復 し難い重大 な損害を被るお それが あるな

ど , 事前の救済を認めない こ と を著しく 不相当 とする特段の事情が ある場

合で な ければ な ら ない。 そう でない 限り , あ ら か じめ上記のよ う な義務の

存否の確定を求め た り 処分の差止 め を求 め る法律上の利益を認め る こ と

は できない。 原告らの求めて いる前記 r第 1 請求 ｣ の第 1ない し第 4 項

の各請求は , 原告らが将来国 歌斉唱やピア ノ伴奏に 関する職務命令に違反

した こと によ り何らか の処分がある こ と を予想 して , 事前に国 歌斉唱やピ

ア ノ 伴奏の義務が な い こ と の確認及 び処分の差止 め を求め る も の である

が , 本件通達は , 被告都教委の教育長 から都立学校の各校長 に対 して発せ

られた通産である か ら こ れが発せ られた か らと い っ て在職中の原告らが

直ちに国歌斉唱や ピアノ伴奏の義務を負うわけ で は ない。 本件通達に基づ

き各校長 が職務命令を発 した 場合に , 初め て在職中の原告らは国歌斉唱 や

ピア ノ伴奏の義務を 負 う にすぎな い。 また , 在職中の原告家畜 本件通避

及び こ れに基 ･づく 各校長の職務命令 により , 思想 〕 良心 の自由 , 信教の自

由 , 表 現 の 自 由 , 教育の自由等が侵害される こ と もない , さらに , 現時点

にお い て , 原告らが国歌斉唱及 び ピア ノ伴奏拒否 を繰り返すの か否か , こ



れに対 し声, ･ か な る 処分が 下 され る の かな どに つ いて 不明 と い う ほ かな い。

したが っ てゾ 原告らの求め て いる前記 ｢第 1 請求 J の第 1 ない し第 4 項

の各請求に は , 事前の救済を認 めない こ と を著しく 不相当 と する特段の事

情が 存在せず , あ らか じめ当該義務の存否 の確定 を 求 め た り 当該処分の

差止 め を求める法律上 の利益が認め られず , 不適法で あ る。

なお , 平成 1 7 年 4 月 1 日か ら施行されて いる改正された行政事件訴訟

法の適用を受ける丁事件原告ら の求め ている前記 ｢第 ユ 請求 J の第 2 項

(差止請求) に つ い て も , 同様に ,
｢一定の 処分 文 は裁決がされる こ と に

よ り重大な損害 を 生ずる お それが あ る 場合｣ (行政事件訴訟法 3 7条の 4

第 1 項) に は当 た らず , 不適法である。

イ 原告らの中に は , 既に被告都教委か ら職務命令違反 , 信用 失墜行為によ,

り処分を受け , 東京都人事委員会に対 して 同処分の取消 しを求めて審査請

求 を してい る者が いる と こ ろ こ れらの者は同審査請求ない し同処分の取

消訴訟 にお い て , 国 歌斉唱義務 , ピアノ伴奏義務の存否を争えば足 りる の

で あ っ て , これらの者の 求めてい る前記 『第 1 請求 J の第 1 な い し第 4

項の各請求に は , こ の点か らも訴えの利益がなく不適法で ある。

I原告ら】

ア 本件通達は , 都立学校の各校長に対 し , 教職員が国旗に向か っ て 起 立 し ,

国歌を斉唱する こ と 国歌斉唱に.際して ピア ノ伴奏をする こ と を命ずる よ

う強制するもの であ っ て , 実質的に みて在職中の原告ら教職員を拘束す る

もの で ある。 在職中の原告らが , 本件通達及 び これに基づく 各校長の本件

職務命令 によ り、 入学式 , 卒業式等の国歌斉唱時に , 国旗に向かっ て起立

し , 国歌を斉唱する こ と , 国歌斉唱 に際して ピア ノ 伴奏をする こと に 上っ

て侵害される権利は , 事後的回復が 不 可能ない し著しく 困難な思想 - 良心

の 自由 , 信教の 自由 , 表現の自 由等憲法上優越的 地位が認め られる精神的

自 由権であ る。 在職中 の 原告鰯雲 教育者と しての使命感 , 職業倫理に反



して , 生徒の 面前で上記国 歌斉唱 , ピ ア ノ 伴奏等をさせられ る こ と により ,

深刻な精神的障害 を負 う こ と になる , ま た , 在職中の原告らの 思想 ･ 良△･

の自由等が侵害さ れる こ と に より , 子 どもの教育を受 け る権利 も著しく侵

害さ れ , これを回復する こ と は 不 可能な い し著 しく 困難で ある。 さらに ,

本件通達発令後の入学式 , 卒業式等の国歌斉唱時にお い て , 不起立等を し

た都立学校の教職員に 対する被告都教委の処分状況に 照 らす と 在職中の

原告らが本件通達及 び こ れ に基づく各校長 の 本件職務命令に反 して , 入学

式 , 卒業式等の 国歌斉唱時に不起立や ピアノ伴奏拒否 を した場合に は , 1

回 国 は戒告 , 2 回目 は減給を受 ける な ど直ちに義務違反の責め を問われて

芭大な不利益処分 を課され る こ とが確実なもの と な っ て お り 今後更に 不

起立や ピア ノ伴奏拒否を した場合には免職と な る お それが大きい と い え

る . したが っ て , 在職中の 原告らが求めて いる前記 r第 1 請求i の第 1

ない し第 4 項の 各請求に は , 事前の救済を認め な いこ と を著しく 不相当と

する特段の事情が 存在し , あらか じめ当該義務の 存否確定 を求 め , 当該処

分の差止 めを求める法律上 の利益が あ り 適法で あ る。

なお , 平成 1 7年 4 月 1 日 か ら施行され て いる改正 された 行政事件訴訟

法の適用を受ける 丁事件原告 らの求 め てい る前記 ｢第 1 請求｣ の第 2項

(差止請求) に つ いて も , 同様に , ｢一 定 の処分 又 は裁決が される こ と に

より 萬 六な損害を 生ずる お それが あ る場合 .i (行政事件訴訟法 3 7 条の 4

第 1 項 ) に当た り 適法である ,

イ 原告らの中に東京都人事姿員会にお いて被告都教委か ら受 け た処分 につ

い て取消 しを求めて審査請求を して いる者が いる と しても , 在職 して いる

限り , 入学式 , 卒業式等の同年行事は毎年繰り 返される の である か ら , こ

　
れ らの君の求 めてい る前記 ｢第 1 請求｣ の第 1ない し第 4 項 の各請求に

は , 訴 えの利益 が あり , 適法で ある ,

船 争点(2) (入学式 , 卒業式等の式典に おいて , 国旗に向か っ て起立 し て国歌



を 斉唱する義務 , 国 歌斉唱時に ピア ノ伴奏を する義務の存否 ) につ い て

[被告ら !
【 学習指導要領の 国旗 ･ 国歌条項 , 本件進達に基づく義務につ い て　

本件通達は , 都立学校の 各校長 に対して発せられたもの であ り , 原告ら

教職員に対 して 発せ られたもの ではな く 本件通達によ り原告らが 直ちに

国 歌斉唱義務 , ピア ノ伴奏義務を負う こ と はない。 しか し , 法規と しての

性質を 有する 学習指導要領は , 国旗 ･ 国歌条項を定め る と ともに , ｢儀式
.

･

的行事 学校生活に有意義な変化や折り目を付け , 厳粛で清新な気分を味

わい , 新しい 生 活 の 展開へ の動機付けとなる よ うな活動を行う こ と J と定

め , 入学式 , 卒業式等に お い て , 教職員に 対 し , 生徒が国旗 , 国 歌に、対す

る正しい認識を持ち , 国旗 , 国歌を尊重する よう指導する こと を求め てい

る。 ま た , 公務員は , 職務命令に費六 かつ明白な瑕疵が ない 限 り , こ れに

従う義務を負 うと こ ろ , 本件通達に 基づく各校長の本件職務命令には重大

か つ明白な瑕疵は存在しない。 す な わち , 本件通達に撻づく 各校長の本件

職務命令-雪 学習指導要領に基づき , 学校生 活に有意義な変化 や折り 目 を

付け , 厳粛 で清新な気分を味わい , 新しい 生活の 展 開 へ の動機付けとなる

よ う な活動を行うこ と に配慮する よ う求め られる儀式的行事に お いて , 国

旗 , 国 歌に つ い て正 しい認識を持たせ , これらを尊重する態度を育てる た

めに , 模範を示すべき教職員に対 し; 国旗に向 か っ て起立 し , 国歌 を斉唱

する こ と 国歌斉唱 に 際 して音楽科担当教員に対し ピア ノ 伴奏を ･する こ と

を命ずる もの であり , 重大かつ明 白 な瑕疵は存在 しな い。 したが っ て , 原

告ら教職員は , 生徒に対して国歌斉唱の指導を行う た め , 入学式 , 卒業式

特 におい て , 式の参加者と して式次第に従っ て , 国旗に 向 か っ て起立 し ,

自ら国歌を斉唱する こ と 音楽科担当歓驫である原告らは国教斉唱 時に ピ

ア ノ 伴奏をする こと が職務内容の一 部 とな っ てお り , 校長 から本件通達に

幕 ･づ い た職務命 令 を受けた場合に は , 式典会場の指定された席で国旗に 向
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か っ て 起立 し , 国歌 を 斉 唱する義務 , 国歌斉唱時に ピアノ伴奏をする義務

を負 っ て い る の である。

な お , 都立学校にお い て は , 本件通達が雍 せ られる前か ら , 国旗掲揚 ,

国歌斉唱の指導に関 し , 校長 か ら教職員に 対 して職務命令が発せられ る場

合が あ ると されていた の で あり , 国旗掲揚 , 国 歌斉唱 の指導を行わ ない と

いう地域の特殊性が あっ た と は い えない。 各都立学校は , 本件通達に基づ

いて 入学式 , 卒業式等を実施しても , 同式典にお い ･て創意工夫する余 地が

あり , 本件通途が 同式典に お け る教職員に よ る創造的 かつ弾力 的 な教育の

余地を奪う も のと はい えな い。 都立学校の教職員が 国旗に向か っ て 起立せ

ず , 国歌を斉唱しな いこ と , 音楽科担当教員が 国歌斉唱時に ピア ノ 伴奏を

しないこ と は , 学習指導要領に基づく 国旗 , 国歌 の指導 が適正 に行われず

に , 当該教職員の職務命令違反と い う事態が発生 した こ と にな り , 数職員

と いう職に 対する信用や信頼を損な うこと に な る。

イ 思想 ･ 良心の自 由の侵審につ いて

原告ら教職員は , 前記ア の と お り , 校長か ら本件通達に基づ い た職務命

令を受けた場合には , 式典会場の指定された席で国旗に向か っ て起立 し ,

国歌を斉唱する義務 , 音楽科担当教員である原告らは国歌斉唱時に ピアノ

伴奏をする義務を食うと こ ろ , 上記職務命令は , 原告ら教職員に対 し ,

定の外部的行為を命ずる もの にすぎず , 内面的領域における精神的活動の

自 由 を否定するもの で はなく , 思想 ･ 良心 の自由 を侵害 した こと に はなら

ない。 ま た , 人 の内心の自由は外部的行為 の規制を通 じて制約される場合

が ある と しても , 思想 ･ 良心の自由の保障対象は , 宗教上の信仰に準ずべ

き世界観 , 人生観等個人 の 人格形成の核心 をなすも の に限られ , 一般道徳

上 , 常識上 の事物の是非 , 善悪の判断 , 一定の 目的 のた めの 手段 , 対策と

して の当 不当の判断ま で は含まない , 君が 代 が 歌 えない こ とや君が代の ピ

アノ伴奏が できないと いう原告らの 考 え方 は , 君が代は 天皇 を 獲美する 歌



で ある という君が代に つ い て の 1 つ の解釈 を前提とする もの で あり , 君が

代に対する 考 え方その も の は , 君 が代の歌詞の解釈 , 見解の相違に と どま

る も の であ っ て、 原告らの世界観 , 人生観等個 人 の 人格形成の核心 をなす

ものとはい えない。 したが っ て , 本件通達及びこれに基 づく 各校長の本件

幟務命令によ っ て , 原告らに嫌悪感 , 不快感が 生 じたと しても , 原告ら の

思想 ･ 良心の自由 が侵害されたとま で はい えな い。 さ らに , 原告ら地方公

務員は , 全体の奉仕者で あり , 公共の利益の た め 全力を挙げて職務に専念

すべき義務が あり (憲法 1 5 条 2 項 , 地方公務員法 3 0 条), そ の 思想 ･

良心 の自由 も公共の福祉の 見 地 から職務の公共性に由来する 内在的制約 を

受 ける (憲法 1 2 条 , 1 3 条)。 した が っ て , 原告らが , 各校長か ら本件

通達に基づ い た職務命令を受け , 式典会場の指定された席で国旗に向かっ

て起立 し , 国歌を斉唱する義務 , 国歌斉唱時に ピアノ伴奏を する義務を負

う こ と に より , 思想 ･ 良心 の自由 の制約を 受 け ると して も , 憲法 1 9条に

違反 しない。

ウ 信教の自由 の侵害 につ い て

日 の 丸 , 君が代は , 国旗 ･ 国歌法によ り , 国旗 , 国歌 と規定されて お り

明治憲法下で はと もかく , 日本国憲法下 にお い て は , 国家神道ほか何らか

の宗教的価値観と結びつく も の ではない。 国旗 , 国歌を尊重す ると いうこ

と は , 日本の 国旗 , 国歌で ある 日の丸 , 君 が代を国の 象徴と して尊重する

と い うことに ほ かならない。 したが っ て , 原告らが , 各校長か ら職務命令

によ り 国旗に向 か っ て起立 し , 国歌を斉唱する こ と , 国歌斉唱時に ピアノ

伴奏をするこ と を命ぜられた と しても , こ れに より原告らの信教の自由が

侵害されたこと に はな ら な い。 さらに , 原告ら地方公務員の信教の 自由も

思想 ･ 良心の自由と 同様に , 公共の福祉の 見地か ら職務 の公共性に由来す

る内在的制約を受ける。 したが っ て , 原告 らが , 各校長 か ら本件通達に基

づ い た職務命令を受け , 式典会場の指定された席で国旗に向か って起 立 し ,



国歌 を斉唱する義務 , 国歌斉唱時に ピア ノ 伴奏 をする義務を負 う こ と‘こよ

り , 信教の 自 由 の制約 を受 けると して も , 憲法 2 0 条 1 項に違反 しない。

エ 表現 の自 由 の{受容 につ い て

原告ら教職盪は , 前記ア のとお り , 各校長か ら本件遼遂に基づ いた職務

命令を受けた場合に は , 式典会場の指定され た席で国旗に 向 かっ て起 立 し ,

国歌を斉唱す る義務 , 国 歌斉唱時に ピアノ伴奏をする義務を負うと こ ろ ,

仮に これが原告らの消極的表現 の自由を侵警する と して も , 原 告 らの表現

の自 由 も公共の福祉の見地 から職務の 公共性に由来する 内在的制約を受け

る。 したがっ て , 原告 らが , 各校長 か ら本件通達に基づい た職務命令 を受

け , 式典会場の指定された席 で国旗に 向か っ て起立し , 国 歌を斉唱する義

務 , 国歌斉唱時に ピアノ伴奏をする議務を負う こ と によ り , 表現の自由 の

制約を受ける と しても , 憲法 2 1 条 1項に違反 しない。

オ 教育の自由の侵害 , 教育に対する不当 な支配について

くる 本件通達は , 従前 , 都立学校の入学式 , 卒業式等にお ける国旗掲揚及

び国歌斉唱 の 実施態様に つい て様々 な課題が あ っ たこ と か ら そ の実施

について , より 一層の改善 , 充実を図る ため , 学習指導要領に‐基づい て

入学式 , 卒業式等に お け る国旗掲揚及び国歌斉唱 を適正 に実施するとい

う 目的の た め に発せられた もの で ある。 本件通達の内容 は , 国旗 , 国 歌

に 関する指導の裔義や入学式 , 卒業式等の儀式的行事の漸淺に沿う合理

的なもの である。 原告ら教職員は , 前記ア のとお り , 生徒に対して 国旗 ,

国 歌に関する指導を行うた め , 入学式 , 卒業式の参加者と して , 式次第

に従っ て国旗に向か っ て起立 し , 自ら国歌 を斉唱する こ と が繃務内容の

一部となっ て い る の であり , 各校長 から本件通達に基づき国歌斉唱の職

務命令が 発せられた場合 に は これに従う義務が ある . 本件通達は , 各校

長に 対 し , 教職員に職務命令を発する こ と を義務 づ け る もの で はなく ,

各校長は , 入学式 , 卒業式等に おけ る国旗掲揚 , 国 歌斉唱 を適正に 裏施



する た め , 当該学校の状況に応 じて , そ の裁量に基づいて職務命令 を発

する こ と が で きる の で ある . 東京都教育庁指導部は , 都立学校の 入学式 ,

卒業式等に お け る 国旗掲揚 , 国歌斉唱 の実施にお い て様々 な課題が ある

現状 で は , 各校長か ら教職員に対して職務命令 が 出されな いと 国旗掲揚 ,

国歌斉唱 が適正に実施できないと考えた た め , 各校長に対して教職質に

本件職務命令 を出すよ う指導した にすぎな い。

齢 国 は , 公教育を行う主体と して , 適切 な教育政策を樹立 , 実施ずべく

教育の内容及リミ方法等の教育課程に関する事項に つい て法律等に より定

める こ と が で き る , ま た , 教職員の教育の自由 は , 無制約に認め られる

も のではなく , 国 が法律等により 定 め る教育内容及び方法 に従うとい う

前提の 下 , 一定の範囲 で認め られて い る にすぎない。 入学式 , 卒業式等

の学校行事は , 教育課程に属する事項で あ る が , こ れは 学習指導要領に

基 づ き , 教育委員会 が決定する事項であ る (地敏行法 2 3 条 5 号)。 教

職員は , 入学式 , 卒業式等 の学校行事に関する事項に つ い て , 学習指導

要領 , 教育娑国会が決定 した事項 , これら を受けて各校長が 決定 した事

項に従う限り にお い て , 教育の自由が認め られて いる にす ぎな い。 本件

通達は , 学習指導要領に基づき , 入学式 , 卒業式等を適正 に実施する た

め , そ の実施指針を定めたもの で あ り 原告ら教職員がこれに従 っ て国

旗に向 か っ て起立 し , 国歌を斉唱 したと して も 原告ら教職員と生徒と

の間の信頼関係が破壊されるお そ れ はなく , 原告ら教職員の職胃 を侵害

する こ ともない。 本件通達は , 入学式 , 卒業式等における 国旗掲揚及 び

国歌斉唱 の実施方法につ い て , 指針を示 したもの にすぎない。 すな わち ,

本件実施指針に記筬されて いない事項につ い て は , 学習指導要領及 び本

件通達の趣旨に反 しない 限り , 各学校の裁量な い し独自 の判断に萎れら

れるな ど一義的なもので はなく , 教職員に よ る創造的かつ弾力的 な教育

の余地が残されて お り , 教職員に対 し一 方的な一定の理論ない し観念を
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生徒に教え込む こ と を 強制す るもの でも な い。

(ウ) 各学校にお け る教育課程の編成は , 各校長 が 学習指導要領や教育委員

会の決定事項に従っ て 行うもの で あり , 数職員ない し教職員集団が主体

的 , 自律的に決定する事項で はない。 校長 は , 教育課程の編成を含む学

校の管理運営上必要な一切の事項を行う権限 , 責任を有 して お り (学校

教育法 2 8 条 3 項), 教職員に対 し , 枝務の処理に つ い て職務命令 を発

する こ と が で きる。 職員会議は , 校長の職務の 円滑な執行を補助するだ

め に設置されるも のにすぎないから , 入学式 , 卒業式等の学校行事の決

定権限を有す るも の で はな い , なお、 教職員が 入学式 , 卒業式等の開式

直前に生徒に対して内心 の自由につ い て説明する こ と は , 生 徒 に国歌を

歌 わない自由がある か の よ うな指導を して いるか の如く受け取 られる 可

能性があり , 学習指導要領に 基づく指導と して は不適切 ･である。

国 したが っ て , 本件通達及 び こ れに基づ い て各校長が 原 告 ら教職員に対

して発 する職務命令は , 教育の自 由 の侵筈 , 教育に対する 不 当 な介入に

は当た らず , 憲法 2 6 条 , 教育基本法 6 条 2 項 , 1 0 条 1 項 , 学校教育

法 2 8 条 6 項に違反 しない。

力 条約違反 につ いて

例 本件通達及 びこれに基づく 各校長の職務命令は , 前記イ ない しェ のと

お り , 原告ら の思想 ･ 良心の自由 , 信教の自由 , 表現の 自由を侵害する

も の で はない。 した が っ て , 原告らが , 入学式 , 卒業式等 にお い て , 国

旗に向 か っ て起立 して国歌 を斉唱する義務 , 国歌斉唱時に ピア ノ 伴奏を

する義務を負う こ と は , 市民的及び政治的権利に関する国際規約 1 8 条

1項 , 2 項に違反 しない。

物 本件通達は , 前記ア のとお り , 都立 学校の各校長 に対して 発せられた

も ので あり , 子 どもに対して発せられたも の では な い。 ま た , 子 どもに

対する国旗 , 国歌の指導くま , 子 ど もの内心 に 立ち 入 っ て特定の 思 想 , 国
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や社会 に対する特定の価値観を強制 しよ うとする もの で はなく、 飽く ま

でも教育指導上の課題と して行う もの で ある . さ らに , 子 ども が入 学式

･ 卒業式等にお いて 国旗に 向か っ て起 立 し , 国歌 を斉唱する と い うこ と

は , 国旗 , 国歌 につ い て 学習する機会の 1 つ と い う こ と が でき る か ら

国旗に向 か っ て起立 さ せ , 国歌斉唱 をさせる こ と {さあ る特定の価値観を

受容する こ と を求める 行 為と は い えな い。 した が っ て , 本件通達及 びこ

れ に基づく各校長 の職務命令は , 子 どもの思想 ･ 良心 の自由 信教の自

由 , 表現の自由 , 教育を受ける権利を侵 害す る こ と は なく , 児麓 の権利

に 関する条約 1 2 条な い し 1 4 条 , 2 8 条 2 項に違反 しな い。

【原告ら】

ア 学習指導要領の 国旗 ･ 国歌条項及 び本件通達の 法的効力に つ い て

学習指導要領は , 普通教育の内容及 び方法につい て遵守すべ き基準を設

定する場合にお い て , 教育にお ける機会均等の確保と全国的な一定水準の

維持と いう目 的 の ため に必要 か つ 合理的と認め られる大綱的な基準に止 め

られるべきもの で あ っ て , 学習指導要領に無 限 定な法的拘束力 を認める こ

と は できな い。 国旗掲揚 , 国歌斉唱 の 強制は教育法理に照ら して著しく適

切 さ を欠く こ と 国旗 ･ 国歌法制定時には世論を二分する賛否の議論 があ

り , 立法者も教育現場で強制するもの ではない旨述 べて いた こ と , 都立学

校に おいて は , 従来 , 国旗掲揚 , 国歌斉唱の強制 が行われて い な か っ た と

い う地域の特殊性があ る こ と に照 らす と 学習指導要領の 国旗 ･ 国歌条項

は , 創造的 , 弾力的 で , 地方毎の特殊性を反映した教育の個別化の余地を

阻むこ と になり , 教育にお ける機会均等の確保と 全国的 な一定水準の維持

と いう目的のた めに必 要 か つ合理的と認め られる 大綱的な基準を超えるも

ので あり , 法 的拘束力は認め られない , さ らに, 本件通達は , 学習指導要

領の 国旗 ･ 国歌条項す ら逸脱して , 詳細 かつ 画一的 な 入 学式 , 卒業式等の

進行を定め てお り、 法的拘 束 力が な い こ と は明 ら かである。 した が っ て ,



原告ら教職員は , 学習指導要領の 国旗 ･ 国歌条項 , 本件通達及 び これに 基

づく 各校長の 本件職務命令に基う い て , 国旗に 向 か っ て起立する こ と , 国

歌を斉唱する こ と 国歌斉唱 の 際 ピアノ伴奏をする こ と に つ いて、 こ の よ

うな義務を負 っ て いない。

｣ィ 思想 ･ 良心の自由 の侵害につ いて

入学式 , 卒業式等の式典にお いて , 国旗に 向 か っ て起立 し , 国歌 を斉 唱

する と いう行為及 び国歌斉唱時に ピア ノ 伴奏をす るとい う行為は , 日の丸 ,

君が代に対 して敬意を払う と いう意義を有する行為で あ り 特に君が 代 に

は天皇の 支配する時代が永続する こ と を願う意味が 込 め られて い る ので あ

っ て , こ の よう な行為を行う か否 か は , 人 の世界観 , 人 生観 , 主義 , 主張

等個人の 人格的 な内面作用に密接に か かわ る も のである。 した が っ て , 原

告 ら教職員は , 憲法 1 9 条に 基づ き 入学式 , 卒業式等の式典にお いて ,

国旗に向か っ て起立する こ と 国歌を斉唱する こ と , 国歌斉唱時に ピア ノ

伴奏をする こ とを拒否する自由を有 してい る。 ま た , 原告ら教職員は , 子

ども の学習権の袋質的保障のた め に も 自らの 思想 ･ 良心 に従 っ て , 入学

式 , 卒業式等 の式典にお い て , 国旗に向か っ て 起 立 して 国歌を斉唱する か

否 か , ピア ノ 伴奏をする か否かを決定する 自 由 が保障されるべき である。

こ れに対し , 被告らは , 原告 らの 思想 ･ 良心の自由は公共の福祉の見地

から職務の公共性に由来する内在的制約に服する旨主張する , しかし , 原

告ら教職員は , 真理 ･ 真実を確認 して創造的な授業や教育活動を行い , 生

徒の自由で豊かな成長 の要求 に応えて いく と いう職責を果たすた め , 天皇

や国家の奉仕者であ つたり , 一部 の階級 , 政党等の要求に応える と い う こ

と は許され な い と い う 意味で全体の奉仕者 (憲法 1 5 条 2 項) ,
｢国 民 全

体に対して直接に責任を負 う ｣ (教育基本法 1 0 条 1 項) と されて いる の

である から , 公 共の福祉や職務の 公共性を根拠に 思想 ･ 良心の自由を制約

する こ げば許されない。 ま た , 原告ら教職員が , 入学式 , 卒業式等の式典

22 -



にお い て , 国旗に向か っ て起立 して 国歌を斉 唱 するこ と 国教 斉 唱時に ピ

アノ伴奏をする こ と を拒否した と して も 学校運営 に重 大な支障が 出た り

他の教職員 , 生徒 , 保護者の人権を侵害する こ と はな い か ら これを公共

の福祉や職務の 公 共性を根拠に制約する こ と は許されない ,

した が っ て , 本件通達及 び こ れに基づく各校長の本件職務命令 は , 原告

らの 思想 ･ 良心 の自由 を侵害する も の であ り 職務の公 共性に由 来 する 内

在的制約と して これが 正当化される こ と もない か ら 憲法 1 9 条に違反す

る。

ウ 信教の自由 の侵害 につ いて

日 の丸 , 君が 代 は , 歴史上国家神道と 密接な結びつき を有してお り , 宗

教的価値観と 不 可分の関係にある。 君が代を尊麓する と いう こ と は , 天皇

を尊敬するとい う こと で あり , 天皇を尊敬する と いう こ と は神道を信仰す

る と いうこと に ほ かな らない。 原告ら教職員は , 憲法 2 0 条 1 項に基づき ,

外部的 強制から自 己の信仰を保護 , 防衛する た め 不 可欠 な場合 , 入学式 ,

卒業式等の式典に お い て , 国旗に向か っ て起 立 しない自由
, 国歌を斉唱 し

ない自由 , 国歌斉唱 に際 して ピア ノ 伴寮を しない自由 を 有 してお り , 原告

らに.対してこれらの行為を強制 する こ と は , 原告らの信仰を持た な い自 由 ,

あ る い は神道以外の宗教を信仰する自 由を侵害する こ と になる。 ま た , 原

告らが このような信教の自由を享受することによっ ても , 入学式 , 卒業式

等の式典にお け る学校運営に壁夫 な支障が出た り 他 の教職員 , 生徒 , 保

護者の基本的人権を侵害する こ と lばな い , した がっ てぞ, 本件通達及 び こ れ

に基づく各校長の本件職務命令は , 原告 らの信教の自 由 を侵害する もの で

あり , 職務の公共性に由来する内在的制約と してこれが 正当化される こ と

もない から , 憲法 2 0 条 1 項に違反する。

エ 表現の自由の侵害につ い て

本件通達及び こ れに基づく 各校長 の本件職務命 令 は , 原告ら に対 し , 7･



学式 , 卒藥式等の式典に.お いて , 国旗に向か っ て 起 立 し国 教 を斉唱 する こ

と , 国歌斉唱 時 に ピア ノ伴奏をする こ とをう袋制する もの であり , こ れは原

告 らの 消極的表現の自由を侵害する もの であ り 職務の 公共性に 由来する

内在的 制約と して こ れ が正 当 化される こ と もない か ら 憲法 2 1条 1 項 に

違反する。

オ 教育の自由 の侵害 , 教育に対する不当 な支配につ い て

子 どもは , 人間的に成長 , 発達する権利 , 学ぶ権利 , それにふさ わ しい

教育を求める権利を有して いる (憲法 1 8 条 , 2 6 条 , 児童の権利に関す

る 条約 6 条 , 1 2 条 1項等)。 こ の よ うな子 ども の学習権に応え , こ れ を

保障する た めに学校が あ り 専門家である教職員 が い る (学校教育法 2 8

条 6項)。 教職員は , 子 ども の学習権に応える た め に不可欠な権利と して ,

学問の自由 , 教育実践の自由を含む教育の自由 が保障されて おり (憲法 2

3 条 , 2 6 条), 教育内的事項 , と り わ け各学校の教育課程編成と深く か

か わる事項は , 本来 , 教職員ない し激職費集団 が そ の専門的知見 に基づ き

主体的 , 自律的 に決定すべき事項で あり , 教職員は 全校的教育活動に関す

る意思形成等に つ いて固有の権限を有 している。 こ れに対 し , 教育行政は ,

教育目的を遂行 す る た めに者･要な教育施設 の管理 等 に つ い て責務 を負 う

が , 教育課程その他の教育内的事項につ いて権力 的 に介 入する ことは , 教

育に対する ｢不 当な 支配｣ (教育基本法 1 0 条 1 項) に 当 た り 許 されない。

ま た , 校長 は, 教職員に 対 し , 必要な指導助言を行い , 教育活動 を刺激す

るなど して , 総 じて学校の教育文 化 を高めて いく こ とをその任務とすべ き

で あ り , 校長 が所属職員を監督する 旨の規定が あ る から と い っ て , 教育活

動事項 につ いて指揮命令関係があると はいえない ,

と こ ろ で , 入学式 , 卒業式等の学校行事に関する 事項は , 教育課程に 属

する事項で あり , 子 どもと直接人間的接触をする教職屋及び教職員集団 か

らな る職員会議が決定すべき 事項であ る。 これに対 し , 校長 は , 入学式 ,



卒業式等の学校行事に関す る事項に つ いて , 指導助言 を行い , 対外的な代

表をするにすぎない。 と こ ろが , 本件通達は , 行政機関で ある被告都教委

が , 教職員に対 し , 入 学式 , 卒業式等 の式典にお いて , 国旗に向か っ て起

立 して 国歌 を斉唱する こ と , 国 歌斉唱時に ピア ノ 伴奏を す る こ と を強制す

るもの にほかな ら ない。 したが っ て , 本件通 達 は , 教職員によ る創造的 か

つ弾力的な教育の余地を奪い , 数職員 に対 して 一方的 に一定の理論ない し

観念を生徒に教え 込むこ と を強制するもの であ っ て , 教職員に保障されて

いる教育の自由を侵害する と と も に , 教育に対する不当な支配に当 たり ,

憲法 2 3 条 , 2 6 条 , 教育基本法 1 0 条 1 項 , 学校教育法 2 8 条 6 項に違

反する。 ま た , 上記の とお り , 違憲違法な本件通 達に基づき , 繊麗 の余地

がなく 個 々 の教職員に対して発せられた各校長の本件職務命令も , 本件通

産と 一体と な る も のと して無効で あ る。

力 条約違反

例 原告 ら致職員 に対し , 入 学式 , 卒業式等の式典にお い て , 国旗に向 か

っ て起立 し国歌を斉唱する こと を拒否する自由 , 国歌斉唱の際に ピアノ

伴奏をする こ と を拒否する自由を認めない こ と は , 原告ら教職員の思想

"良心の自由 , 信教の自由 , 表現の自由等の市民的自由 を侵害するもの

であり , 市民的及び政治的権利に関する 国際規約 1 8 条 1 項 , 2 項に違

反する。

くる 子 どもた ちは , 児童の権利に 関する条約 1 2 条 1項に基づき , 入 学式 ,

卒業式等を どの よ う に執り行 う か につ いて , 意 見 を表明する権利があり ,

被告都教委は , そ の意見 を尊重する義務が ある。 また , 被告都教委は ,

児童の権利に関する条約 1 3 条 1 項に基づき , 子 どもたちに対し , 日の

丸 , 君が代につ い て , 肯定的な意見のみならず, 否定的な意見も伝える

義務がある , さ らに , 被告都教義は小 児童の権利に 関する条約 1 4 条 1

項に基づき , 子ども た ちの思想 増良心の自由 , 信教の 自 由 を尊麓する義
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筋が あ る。 そ して , 児童の権利に関する条約 2 8 条 2 項は , 学校の規律

が 同 条約 に 従 っ て 子 ども の尊厳に適合す る 方法で運用 される た め の適 当

な措置を要求 して い る。 とこ ろ が , 本件通遭及 びこ れ に付随する被告都

教委の措置は , 入学式 , 卒業式等の式典にお いて , 生徒に対 して も 国

旗に 向 か っ て 起 立 する こ と , 国歌を斉唱する こ と を学校の規律と して強

要して い る の であっ て , 児童の権利 条約 1 2 条 1 項 , 1 3 条 1 項 , 1 4

条 1 項及 び こ れに内在する教師の教育の自由を侵害し , 教師の適正な齋

務の遂行を阻害する も の で あっ て , 前記各条項及び同条約 2 8 条 2 項 に

逸反する。

(錺 争点畑 (国家賠償請求権の存否 )

【原告ら】

原告ら は , 前記(2洋原告ら】 の主張ア ない しオ のと おり , 違憲違法な本件

通達及 び こ れに基づく各校長 の本件職務命令に基づ き , 処分の桐嶋 をもっ て ,

入学式 , 卒業式等の式典にお いて , 国旗に向か っ て起立する こ と 国 歌を斉

唱すること , 君 が代の ピア ノ伴奏をする こ とを強制され , 多大な精神的損害

を被 っ た , 原告らの被っ た精神的損害 は 1 人当 たり 3 万円を 下 らな い。

蚤被告都1

前記[2月被告ら】 の主張ア のと お り 本件通達は , 都立学校の各校長に対

して発せられた も のであり , 原告ら教職員は本件通達によ り直ちに職務上 の

義務を負うもの で はない か ら 本件通遂によ り原告らが権利侵害を受け る こ

と‘なない . ま た , 前記(2洋被告ら】 の主張アない しオのとお り 本件通達及

びこれに基づく 各校長の本件職務命令は , 違憲違法なもの で はな い か ら 被

告都は原告らに 対 し , 国家賠償責任 を負 わない。

第 3 争点 に対する判断

1 前提事実

前記争いのない事実等 , 証拠 (文 章中 又 は文末 に掲記した も の ) 及び弁論 の
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